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(57)【要約】
　第１および第２の医療用内視鏡を含むデュアル医療用
内視鏡システムを構成でき、第１の内視鏡は付属チャン
ネルを含み、それに対するアクセスを近位装着ポートが
もたらし、および第２の内視鏡は、近位装着ポートにし
っかりとかつ取り外し可能に取り付けられるハンドル本
体を含む。第２の内視鏡とし得る内視鏡が、遠位端視覚
化要素を備える細長い操作可能なシャフト、およびシャ
フトの遠位領域を操作するための少なくとも１つの制御
面を含むハンドル本体を含むことができ、ハンドル本体
は、シャフトの長さ部分が通過できる通路を含み、およ
びハンドル本体は、ハンドルを別の内視鏡のチャンネル
にしっかりと、および取り外し可能に装着するように構
成された接続構造を含み、通路をチャンネルに軸方向に
整列させて、シャフトに連通路をもたらすようにする。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遠位端視覚化要素を含む、細長い操作可能なシャフト；および
　前記シャフトの遠位領域を操作するための少なくとも１つの制御面を含む、ハンドル本
体；
を含む医療用内視鏡であって、
　前記ハンドル本体は、前記シャフトの長さ部分が通過できる通路を含み；および
　前記ハンドル本体は、前記ハンドル本体を第２の内視鏡のチャンネルにしっかりと、堅
く、および取り外し可能に装着する接続構造を含み、前記通路を前記チャンネルに軸方向
に整列させて、前記シャフトに連通路をもたらすようにする、医療用内視鏡。
【請求項２】
　さらに第２の内視鏡を含み、それに対して、前記接続構造が、しっかりとした、堅い、
および取り外し可能な装着式接続をもたらす、請求項１に記載の医療用内視鏡。
【請求項３】
　前記通路が、前記ハンドル本体の主要な長さ部分を通って延在する、請求項１に記載の
医療用内視鏡。
【請求項４】
　前記ハンドル本体の一部分が、前記通路および前記接続構造に対して軸方向にオフセッ
トしており、前記通路が、前記ハンドル本体の主要な長さ部分よりも短く延在するように
する、請求項１に記載の医療用内視鏡。
【請求項５】
　前記接続構造が、レバー付きクリップ係合構成を含む、請求項１に記載の医療用内視鏡
。
【請求項６】
　前記接続構造が、第２の内視鏡の別の要素に係合するように構成された第２の接続構造
をさらに含む、請求項５に記載の医療用内視鏡。
【請求項７】
　前記接続構造が、回転係合されたクランプ、レバー係合されたクランプ、ネジ式係合、
押しネジ、バイオネット、ルアーロック、およびこれらの任意の組み合わせから選択され
た接続手段を含む、請求項１に記載の医療用内視鏡。
【請求項８】
　前記接続構造が、第２の内視鏡の本体構造におよび／またはその周りに適合して係合す
るように構成された接続手段をさらに含む、請求項７に記載の医療用内視鏡。
【請求項９】
　前記接続構造が、第２の内視鏡の本体構造に適合して係合するように構成された接続手
段含む、請求項１に記載の医療用内視鏡。
【請求項１０】
　第１の医療用内視鏡および第２の医療用内視鏡
を含むデュアル医療用内視鏡システムであって、
　前記第１の大きな医療用内視鏡は付属チャンネルを含み、近位装着ポートによってそこ
にアクセスでき；
　前記第２の小さな医療用内視鏡は、前記近位装着ポートにしっかりと、堅く、および取
り外し可能に取り付けられるハンドル本体を含む、デュアル医療用内視鏡システム。
【請求項１１】
　前記近位装着ポートが、環状リップを備える拡張チューブ状要素を含み、および前記ハ
ンドル本体が、前記環状リップを受け入れ式に係合する、請求項１０に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記ハンドル本体が、前記環状リップに隣接する前記第１の医療用内視鏡の近位装着ポ
ートに固定されたクランプ構造によって、さらに取り付けられる、請求項１１に記載のシ
ステム。
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【請求項１３】
　前記ハンドル本体が、前記付属チャンネルのベース部分に固定された異なるクランプ構
造によって、さらに取り付けられる、請求項１１に記載のシステム。
【請求項１４】
　前記ハンドル本体が、前記第１の医療用内視鏡の近位端部分に固定されたクランプ構造
によって、しっかりと、堅く、および取り外し可能に取り付けられる、請求項１０に記載
のシステム。
【請求項１５】
　遠位端視覚化要素を含む細長い操作可能なシャフト、および前記シャフトの遠位領域を
操作するための少なくとも１つの制御面
をさらに含み；
　前記ハンドル本体は、前記シャフトの長さ部分が通過できる通路を含み；および
　前記第１の内視鏡の前記チャンネルは、前記第２の内視鏡の前記通路と全体的に軸方向
に整列されて、前記チャンネルへのおよびそこを通る連通路を前記シャフトにもたらす、
請求項１０に記載のシステム。
【請求項１６】
　前記シャフトが、前記通路を通って、および前記チャンネルの少なくとも一部分を通っ
て延在する、請求項１５に記載のシステム。
【請求項１７】
　デュアル内視鏡処置の実施方法であって、
　請求項１０によるシステムを提供するステップであって、
　　前記大きな内視鏡は付属チャンネルを含み、前記チャンネルへの直接的なアクセスを
近位係合構造がもたらし、
　　前記第２の内視鏡の遠位シャフトが、前記チャンネルを通過するようなサイズにされ
、および
　　前記第２の内視鏡は、前記第２の内視鏡のハンドルを前記第１の内視鏡の付属チャン
ネルの前記近位係合構造に直接、しっかりと、堅く、および取り外し可能に装着する接続
構造を含むステップ；および
　前記第１の内視鏡の遠位シャフトを標的領域に方向付けるステップ；および
　前記第２の内視鏡の前記遠位シャフトを、前記第１の内視鏡の前記チャンネルを通して
方向付けるステップ
を含む、方法。
【請求項１８】
　使用者が、前記第１の内視鏡の本体を片手で保持し、かつ前記第１の内視鏡および前記
第２の内視鏡の操作可能な制御部を他方の手で動かす指示を与えられる、請求項１７に記
載の方法。
【請求項１９】
　前記第２の内視鏡の少なくとも１つの制御面が、前記第１の内視鏡の少なくとも１つの
制御面と実質的に同様に構成される、請求項１７に記載の方法。
【請求項２０】
　遠位端視覚化要素を含む、細長い操作可能なシャフト；および
　前記シャフトの遠位領域を操作するための少なくとも１つの制御面を含む、ハンドル本
体
を含む医療用内視鏡であって；
　前記ハンドル本体は、前記シャフトの長さ部分が通過できる構造を含み；および
　前記ハンドル本体は、前記ハンドルを第２の内視鏡のチャンネルにしっかりと、堅く、
および取り外し可能に装着するように構成された接続構造を含み、前記通路を前記チャン
ネルに軸方向に整列させて、前記シャフトに連通路をもたらすようにする、医療用内視鏡
。
【請求項２１】
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　前記シャフトの長さ部分が通過できる前記構造が、前記ハンドルをしっかりと、および
取り外し可能に装着するように構成された前記接続構造と同じであるか、または連続的で
ある、請求項２０に記載の内視鏡。
【請求項２２】
　遠位端視覚化要素を含む、細長い操作可能なシャフト；および
　前記シャフトの遠位領域を操作するための少なくとも１つの制御面を含む、ハンドル本
体
を含む医療用内視鏡であって；
　前記ハンドル本体は、前記シャフトの長さ部分が通過できるクリップを含み；および
　前記ハンドル本体は、前記ハンドルを第２の内視鏡のチャンネルにしっかりと、堅く、
および取り外し可能に装着するように構成された接続構造を含み、前記クリップを前記チ
ャンネルに軸方向に整列させて、前記シャフトに連通路をもたらすようにする、医療用内
視鏡。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　関連出願の相互参照
　本出願は、２０１３年８月２０日出願の米国仮特許出願第６１／８６７，８５３号明細
書の優先権を主張する非仮特許出願であり、その全体を参照することにより本書に援用す
る。
【０００２】
　本明細書で開示する実施形態は、概して、医療用内視鏡検査装置に関する。より詳細に
は、実施形態は、遠位視覚化要素を含む操縦可能なカテーテルに関する。
【背景技術】
【０００３】
　胆道鏡検査法は、胆管の直視による診断的評価および胆管における治療的介入の双方を
行うために使用される低侵襲の内視鏡的方法である。経口胆道鏡検査法は、内視鏡的逆行
性胆道膵管造影法（ＥＲＣＰ）単独（処置は一緒に行われ得るが）の限界のいくつかを打
破する。膵管鏡検査（Ｐａｎｃｒｅａｔｏｓｃｏｐｙ）は、膵管の直視評価法である。
【０００４】
　胆道鏡検査法は、１９５０代から限定的に利用されてきたが、最近になって、一部分に
おいて内視鏡技術、スコープ（ｓｃｏｐｅ）設計／材料、および機能性の進歩に起因して
、より実際的に実行可能になってきている。しかしながら、胆道鏡（および関連の小さな
内視鏡、これら内視鏡は、標準的な胃内視鏡（ｇａｓｔｒｉｃ　ｅｎｄｏｓｃｏｐｅ）、
十二指腸内視鏡などのワーキングチャンネル内を通して、ならびに人間の患者の胆管内で
も動かされるような寸法にされており、より大きなスコープである「マザースコープ」に
対して、「ミニスコープ（ｍｉｎｉｓｃｏｐｅ）」または「ベビースコープ（ｂａｂｙ　
ｓｃｏｐｅ）」と呼ばれる）には、いくつかの限界がある。例えば、いくつかのモデルで
は、二人の内視鏡医を必要とする（例えば、図１Ａ参照。ここでは、第１の内視鏡医１０
２が「マザースコープ」１１０を動かし、および第２の内視鏡医１０４が「ベビースコー
プ」１４０を動かしている）。これは、処置のコストを大幅に増大させ、および狭い手術
室での後方支援（ｌｏｇｉｓｔｉｃｓ）を困難にする。
【０００５】
　図１Ｂに示すように、他のミニスコープモデルは、一人の内視鏡医によって使用される
ように設計されているものの、ミニスコープ１４０を操縦／操作するおよび動かすための
制御面１４２は、大きな内視鏡１１０用の制御面１１２からかなりの距離でオフセットさ
れて配置され得る。ミニスコープ１４０は、この大きな内視鏡を通して配置される。当業
者は、これは使用者／内視鏡医にとって使いにくいものとなり得ることを認識している。
なぜなら、ミニスコープ制御部１４２の位置が２スコープシステムの安定性の機械的中心
からかなりの距離離れており、それは、この安定性の中心が内視鏡医の左手によって必然
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的に作り出されるためである。
【０００６】
　結果として、このタイプのミニスコープでは、ミニスコープ制御部（およびポート構造
物）の操作に起因した、システムに加えられる力によって、内視鏡医の左手における安定
性の中心の周りで著しいねじりモーメントが生じる。これは、これらの力が作用するため
の長いモーメントアームに起因する。これらのねじりモーメントは、必ずや、内視鏡医の
左手による抵抗を受け、および制御を難しくし、そのうえ操作者に疲労感を生じ得る。さ
らに、マザースコープの付属チャンネル１１４の下側にそのようなミニスコープ１４０を
装着するために使用されるストラップ装着構造１４３によって、２つの内視鏡の制御面間
に間隙１４１ａ、ならびに２つの内視鏡の本体間に網状模様の間隙領域１４１ｂを明らか
に残してしまい、それにより（一部分には、取付領域の長さと比較した相対的な本体長に
起因して）、不安定な結合を生じてしまうことがあり、－典型的な操作の力の下で－この
タイプのミニスコープは、大きな「マザースコープ」（例えば、十二指腸内視鏡）の主軸
の周りで揺動、シフト、滑落、または回動する恐れがある。これらの動きは、内視鏡医に
、さらなる操作困難、ストレス、および疲労感を与え、これは悪影響を与え得る。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　胆道鏡検査法は効果的な診断および治療ツールであることが知られており、および既存
の技術におけるニーズに対処するミニスコープを提供する一方で、診断効果、治療効果、
および費用効果が高い技術を提供する必要性がある。胆道鏡検査法において使用するため
、または効率的な動作を簡単にするために制御面が設けられかつ配置された２つのスコー
プを一緒にしっかりと堅く装着する他のデュアル内視鏡での処置において使用するために
構成されたミニスコープを提供することが望ましいとし得る。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　一態様では、本明細書で開示する実施形態は、大きなスコープに取り付けられかつ部分
的にそれを通って延在する小さなスコープを含むデュアル医療用内視鏡システムを、医学
的観察、診断、および／または治療法のためのその組立、分解、および使用方法と共に、
含み得る。
【０００９】
　一態様では、本明細書で開示する医療用内視鏡の実施形態は、遠位端視覚化要素を含む
、細長い操作可能なシャフト；およびシャフトの遠位領域を操作するための少なくとも１
つの制御面を含む、ハンドル本体を含んでもよく；ハンドル本体は、シャフトの長さ部分
が通過できる通路を含み；およびハンドル本体は、ハンドルを第２の内視鏡のチャンネル
にしっかりと、および取り外し可能に装着するように構成された接続構造を含み、通路を
チャンネルに軸方向に整列させて、シャフトに連通路をもたらすようにする。
【００１０】
　いくつかの態様では、実施形態は、第１の医療用内視鏡および第２の医療用内視鏡を備
えるデュアル医療用内視鏡システムを含んでもよく、第１の医療用内視鏡は付属チャンネ
ルを含み、そこへのアクセスを近位装着ポートがもたらし、および第２の医療用内視鏡は
、近位装着ポートにしっかりとかつ取り外し可能に取り付けられるハンドル本体を含む。
【００１１】
　他の態様では、実施形態は、デュアル内視鏡処置の実施方法を含んでもよく、方法は、
第１の大きな内視鏡および第２の小さな内視鏡を提供するステップであって；大きな内視
鏡は付属チャンネルを含み、チャンネルへの直接的なアクセスを近位係合構造がもたらし
、第２の内視鏡の遠位シャフトは、チャンネルを通過するようなサイズにされ、および第
２の内視鏡は、第２の内視鏡のハンドルを第１の内視鏡の付属チャンネルの近位係合構造
に直接、しっかりと、および取り外し可能に装着するように構成された接続構造を含むス
テップ；および第１の内視鏡の遠位シャフトを標的領域に方向付けるステップ；および第
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２の内視鏡の遠位シャフトを、第１の内視鏡のチャンネルを通るように方向付けるステッ
プを含む。
【００１２】
　いくつかの実施形態は、別の態様において、遠位端視覚化要素を含む細長い操作可能な
シャフト；およびシャフトの遠位領域を操作するための少なくとも１つの制御面を含むハ
ンドル本体を備える医療用内視鏡に関してもよく；ハンドル本体は、シャフトの長さ部分
が通過できる構造を含み；およびハンドル本体は、ハンドルを第２の内視鏡のチャンネル
にしっかりと、および取り外し可能に装着するように構成された接続構造を含み、通路を
チャンネルに軸方向に整列させて、シャフトに連通路をもたらすようにする。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１Ａ】公知のデュアル内視鏡構成の例を示す。
【図１Ｂ】公知のデュアル内視鏡構成の例を示す。
【図２Ａ】大きな内視鏡および小さな内視鏡（ミニスコープ）の斜視図を示す。
【図２Ｂ】大きな内視鏡および小さな内視鏡（ミニスコープ）の斜視図を示す。
【図３】小さな内視鏡の実施形態が、シャフト通路に対してオフセットしたハンドル部分
を含む、デュアル内視鏡アセンブリを示す。
【図３Ａ】小さな内視鏡の実施形態が、シャフト通路に対してオフセットしたハンドル部
分を含む、デュアル内視鏡アセンブリを示す。
【図４】内視鏡の付属ポート構成部の例を示す。
【図５】内視鏡の付属ポート構成部の例を示す。
【図６】第１の接続構造の実施形態を示す。
【図６Ａ】第１の接続構造の実施形態を示す。
【図６Ｂ】第１の接続構造の実施形態を示す。
【図６Ｃ】第１の接続構造の実施形態を示す。
【図７】第２の接続構造の実施形態を示す。
【図７Ａ】第２の接続構造の実施形態を示す。
【図７Ｂ】第２の接続構造の実施形態を示す。
【図７Ｃ】第２の接続構造の実施形態を示す。
【図８】第３の接続構造の実施形態を示す。
【図８Ａ】第３の接続構造の実施形態を示す。
【図８Ｂ】第３の接続構造の実施形態を示す。
【図８Ｃ】第３の接続構造の実施形態を示す。
【図８Ｄ】第３の接続構造の実施形態を示す。
【図９】第４の接続構造の実施形態を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　同様の要素に全体的に同様の参照符号が付されている図面を参照して、様々な実施形態
について以下説明する。実施形態の様々な要素の関係および機能は、以下の詳細な説明を
参照することによって、より理解され得る。しかしながら、実施形態は、図面に示すもの
に限定されない。図面は必ずしも縮尺通りではなく、場合によっては、例えば従来の製作
および組み立てなど、本明細書で開示する実施形態の理解に必要ではない詳細に関する説
明を省略し得ることを理解されたい。
【００１５】
　人体内、例えば胆管系（ｂｉｌｉａｒｙ　ｔｒｅｅ）内を見るおよび／または診断およ
び治療的処置を行うように構成された生体内（ｉｎ－ｖｉｖｏ）視覚化装置が、遠位視覚
化モダリティ（例えば、相補型金属酸化物シリコン（ＣＭＯＳ：ｃｏｍｐｌｅｍｅｎｔａ
ｒｙ　ｍｅｔａｌ　ｏｘｉｄｅ　ｓｉｌｉｃｏｎ）センサー）を備える、操縦可能なカテ
ーテルシャフトを含み得る。装置は、大きな「マザースコープ」（例えば、十二指腸内視
鏡）の付属チャンネルを通して動かすことが可能な、いわゆるミニスコープまたは「ベビ
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ースコープ」のような内視鏡として構成され得る。特に、装置は、マザースコープの付属
チャンネルの近位装着ポートに直接、しっかりと、堅く、および取り外し可能に取り付け
られるように構成され、装置の操縦可能なシャフトは、そのチャンネルを通して配置され
得る。本明細書では、「堅く」は、「ベビースコープ」が「マザースコープ」に対して、
接続が解除されない限り曲がったりまたはそうでなければ動いたりすることなく、実質的
に固定された向きに留まる、実質的に堅固かつ曲がらない接続を指す（例えば、具体的に
は、２つの取り付けられたスコープの本体間の湾曲を可能にする公知の装置とは対照的に
）。そのようなものとして、一態様では、本開示の実施形態は、デュアル内視鏡システム
を含み得る。
【００１６】
　一態様では、ここで開示する実施形態は、診断および治療のために胆道鏡検査法および
／または他の処置を実施するための、デュアル内視鏡システムに対する当該技術分野での
ニーズに対処する。特に、ニーズは、副内視鏡が、主内視鏡の付属チャンネルの近位装着
ポートに直接、しっかりと、堅く、および取り外し可能に取り付けられる状態で、主内視
鏡の制御面および副内視鏡の制御面をごく接近して配置するシステムによって、対処され
る。取り付けによって、主内視鏡の付属チャンネルを通して副内視鏡の操作可能なシャフ
トを動作させる。
【００１７】
　本発明は、特許請求の範囲によって定義され、多くの異なる形態で供されてもよく、お
よび本明細書に明記される実施形態に限定されると解釈されるべきではない；むしろ、こ
れらの実施形態は、本開示が徹底的かつ完全であり、および当業者に実施可能な開示を十
分に伝達するように、提供される。本明細書および特許請求の範囲では、単数形「ａ」、
「ａｎ」、および「ｔｈｅ」は、文脈上他の意味をはっきりと指示する場合を除き、複数
形を含む。
【００１８】
　本明細書では、用語「近位」および「遠位」は、一般的な用法の感覚で使用され、それ
らは、それぞれ、装置または関連物体のハンドル／医師側端部、および装置または関連物
体のツール／患者側端部を指す。用語「ルアータイプ」は、当該技術分野でよく知られて
いる、インターフェースする面の角度に基づいて緊密な接続を形成するために係合可能で
あるルアーテーパまたは同様の液密接続係合インターフェースを指す（および含む）ため
に使用され、および「ルアーロック」接続として公知の係合構造を含む。ルアータイプ接
続、ネジ接続、バイオネット式接続、摩擦摺動クランプ、スナップ嵌め、押しネジ、およ
び２つの全体的にチューブ状の構造を取り付けるための有用な他の接続インターフェース
は当該技術分野でよく知られているため、本開示では、これらの変形例および組み合わせ
の全てを、それらそれぞれがここで開示する実施形態内で使用される可能性があっても（
単独で、またはリストするか否かに関わらず、他の接続手段と組み合わせて）、繰り返す
ことはない。胆道鏡検査法は、特定の管内内視鏡技術である。本明細書で開示する構造お
よび方法は、単独で実施されるかまたはＥＲＣＰ（内視鏡的逆行性胆道膵管造影法）と組
み合わせて実施されるかに関わらず、様々な診断および治療的な内視鏡検査処置において
有用とし、および特に、胆道鏡検査法の最中に有用とし得る。デュアルスコープ処置（例
えば、内視鏡的逆行性胆道膵管造影法、内視鏡的逆行性胆管造影法（ｅｎｄｏｓｃｏｐｉ
ｃ　ｒｅｔｒｏｇｒａｄｅ　ｃｈｏｌａｎｇｉｏｇｒａｐｈｙ）、胆道鏡検査法など）の
体内の態様は、医療用内視鏡検査業界において非常によく特徴付けられており、本明細書
でのそのような処置への言及は、内視鏡（本明細書で説明しかつ特許請求する）の、第２
の内視鏡（本明細書で特許請求しない標準的な内視鏡、またはここで開示および特許請求
する主題に組み込まれるシステムの一部とし得る）への体外の接続構造に、本開示が焦点
を合わせていることを前提として、当業者によって十分に理解される。
【００１９】
　図２Ａ～２Ｂを参照して医療用内視鏡システムの一実施形態を説明し、これら図面は、
それぞれ、大きな第１の内視鏡２１０および小さな第２の内視鏡（ミニスコープ）２４０
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の２つの斜視図を示す。ミニスコープ２４０のハンドル本体２４８は、第１の内視鏡２１
０の付属ポート部分２１４に直接、しっかりとかつ取り外し可能に取り付けられる。図４
～５は、異なる大きな内視鏡の例示的な付属ポート構造４１４および５１４を示す。当業
者は、本開示（例えば、図６～９を含む）および従来技術を参照して、ミニスコープ２４
０は、異なる付属ポート構成部に直接、しっかりと、堅く、および取り外し可能かつ調整
可能に取り付けられることを認識する。これは、それらの構成が、大きな内視鏡の（例え
ば、医学的応用によるおよび／または製造者による）異なるタイプによって、変わり得る
ためである。用語「調整可能に」は、本文脈では、ミニスコープのハンドルの長軸および
／または大きなスコープとのミニスコープの接続部の長軸（これは、多くの実施形態では
、ミニスコープのシャフト本体によって規定され得る）の周りでのミニスコープの軸の回
転に対するミニスコープの接続部の調整性を指す。
【００２０】
　第１の内視鏡２１０は、動作（例えば、シャフトの操作および視覚化要素の制御）用の
近位／上端制御面２１２を備えるハンドル本体２１８を含む。図示の実施形態では、ミニ
スコープ２４０はまた、動作（例えば、シャフトの操作および視覚化要素の制御）用の制
御面２４２を含む。いくつかの実施形態では、小さな内視鏡２４０の少なくとも１つの制
御面は、第１の内視鏡２１０の少なくとも１つの制御面と実質的に同様に構成される。全
ての制御面は、実質的に同様に、または全く同じにも構成されて、内視鏡医が同じ相対運
動で、両スコープを簡単に動かして遠位シャフトおよび他の要素から同じ相対レスポンス
を生成するようにすることができることが好ましいとし得る。両スコープの制御面２１２
、２４２の近接性および同様の向きが、効率および動かしやすさを促進させる。
【００２１】
　ミニスコープ２４０は、好ましくは少なくとも二次元、および好ましくは少なくとも三
次元で操作可能でありかつその遠位端にまたはその付近に視覚化要素、例えば、ＣＭＯＳ
センサーなどを含む細長いシャフト２５０を含む。制御面の特定の要素、シャフト操作／
操縦手段、シャフトルーメン、および他の構造物は、他の内視鏡検査装置と同様に構成さ
れても、または本明細書では説明しない特有の新規の構成を有してもよい。シャフト２５
０は、ミニスコープハンドル本体２４８の下／遠位端から延在し、かつループ状になって
戻って、ミニスコープハンドル通路２４９を経由して付属ポート（図示せず）を通過して
、大きなスコープ２１０の付属チャンネル２１５に入る。ミニスコープシャフト２５０は
、付属チャンネル２１５を通って第１の内視鏡シャフト２３０の遠位端から出るように延
在するような寸法にされ、好ましくはそこを自由に摺動可能であり、使用者による長手方
向の操作を所望の方法で可能にする（例えば、胆道鏡検査法のため）。
【００２２】
　図３に示す医療用内視鏡システムの別の実施形態では、ミニスコープ３４０はハンドル
本体３４８を備え、このハンドル本体は、ハンドル本体３４８の長さ部分のうちの短い部
分（ｍｉｎｏｒ　ｌｅｎｇｔｈ）（長さの約１／２未満）にのみ延在するハンドル通路３
４９を提供し得る。この実施形態では、ハンドル本体３４８の一部分は、ハンドル通路３
４９および接続構造に対して軸方向にオフセットしており、ハンドル通路が、ハンドル本
体３４８の主要な長さ部分（ｍａｊｏｒｉｔｙ　ｌｅｎｇｔｈ）よりも短く延在するよう
にする。別の実施形態では、通路は、ハンドル本体の外側の構造として構成されてもよく
（例えば、クリップまたは他の案内構造）、ここでは、ハンドル本体は、付属ポート部分
３１４のアパーチャ内へと直接またはこのアパーチャの周りに係合しない構造によって、
大きなスコープ３１０に固定されている（例えば、オフセット本体ミニスコープハンドル
を使用し得るようにするために、チューブ状のワーキングチャンネルアパーチャ８１４ａ
との直接的な係合を必要とせずに、しっかりとした取り付けをもたらすように適合され得
る、図８Ａのラップ部８５９を参照；具体的には、そのような実施形態は、ラップ部８５
９およびハンドル本体３４８を含み得、ハンドル本体３４８がラップ部８５９にのみおよ
びそれによって係合されて、ワーキングポートアパーチャの周りでの係合がない）。
【００２３】
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　図３の実施形態には、大きな第１の内視鏡３１０および小さな第２の内視鏡（ミニスコ
ープ）３４０が示されている。ミニスコープ３４０のハンドル本体３４８は、第１の内視
鏡３１０の付属ポート部分３１４に直接、しっかりと、取り外し可能に、および調整可能
に取り付けられる。第１の内視鏡３１０は、動作（例えば、シャフトの操作および視覚化
要素の制御）用の制御面３１２を含む。図示の実施形態では、ミニスコープ３４０はまた
、好ましくは第１の内視鏡３１０の少なくとも１つの制御面と実質的に同様に構成される
、動作用の制御面３４２を含む。
【００２４】
　ミニスコープ３４０は、細長いカテーテルシャフト３５０を含み、このカテーテルシャ
フトは、好ましくは少なくとも二次元または（一層好ましくは）三次元で操作可能であり
かつ－この実施形態および他の実施形態では－ハンドル本体３４８の近位領域にある１つ
以上のポート３５１を通してアクセス可能な１つ以上の他のチャンネル／ルーメン（例え
ば、１つまたは複数のガイドワイヤ、治療および／または診断ツール、流体（例えば、Ｘ
線造影剤、フラッシング流体）、および／または他の材料の通過用）を含み得る。ミニス
コープ３４０はまた、その遠位端にまたはその付近に、例えば、ＣＭＯＳセンサーなどの
視覚化要素（図示せず）を含み得る。制御面の特定の要素、シャフト操作／操縦手段、シ
ャフトルーメン、および他の構造物は、他の内視鏡検査装置と同様に構成されても、また
は本明細書では説明しない特有の新規の構成を有してもよい。シャフト３５０は、ミニス
コープハンドル本体３４８の下／遠位端から延在し、かつループ状になって戻り、オフセ
ットしたミニスコープハンドル通路３４９を経由して付属ポート３１４を通過し、大きな
スコープ３１０の付属チャンネル３１５に入る。ミニスコープシャフト３５０は、付属チ
ャンネル３１５を通って第１の内視鏡シャフト３３０の遠位端から出るように延在するよ
うな寸法にされ、および好ましくはそこを自由に摺動可能であり、使用者による長手方向
の操作を所望の方法で可能にする。この実施形態では、ミニスコープシャフト３５０は、
他の実施形態において存在し得るよりも、ハンドル本体と摩擦接触しない。これはまた、
使用者が、ミニスコープシャフトを把持および操作するのに慣れ親しんだ位置／向きから
、ミニスコープシャフト３５０を簡単に長手方向に操作できるようにする（例えば、図１
Ａ～１Ｂに示す先の装置と比べて）。
【００２５】
　図３Ａの実施形態には、大きな第１の内視鏡３１０が小さな第２の内視鏡（ミニスコー
プ）３４０ａを備えて示されている。ミニスコープ３４０ａのハンドル本体３４８ａは、
第１の内視鏡３１０の付属ポート部分３１４に直接、しっかりと、取り外し可能に、およ
び調整可能に取り付け可能である。図示の実施形態では、ミニスコープ３４０ａはまた、
好ましくは第１の内視鏡３１０の少なくとも１つの制御面と実質的に同様に構成される、
動作用の制御面３４２ａを含む。
【００２６】
　ミニスコープ３４０ａは、好ましくは少なくとも二次元または（一層好ましくは）三次
元で操作可能である細長いカテーテルシャフト３５０ａを含む。シャフト３５０ａは、先
端を断ち切って示しているが、－この実施形態および他の実施形態では－ハンドル本体３
４８ａの近位領域にある１つ以上のポートを通してアクセス可能な１つ以上の他のチャン
ネル／ルーメン（例えば、１つまたは複数のガイドワイヤ、治療および／または診断ツー
ル、流体（例えば、Ｘ線造影剤、フラッシング流体）、および／または他の材料の通過用
）を含み得る。ミニスコープ３４０ａはまた、その遠位端にまたはその付近に、例えば、
ＣＭＯＳセンサーなどの視覚化要素（図示せず）を含み得る。制御面の特定の要素、シャ
フト操作／操縦手段、シャフトルーメン、および他の構造物は、他の内視鏡検査装置と同
様に構成されても、または本明細書では説明しない特有の新規の構成を有してもよい。シ
ャフト３５０ａは、ミニスコープハンドル本体３４８ａの下／遠位端から延在し、かつル
ープ状に戻って、オフセットしたミニスコープハンドル本体３４８ａと並行して、付属ポ
ート３１４を通過し、大きなスコープ３１０の付属チャンネル３１５に入る。用語「オフ
セット」は、クリップが周りで係合されるときの、大きなスコープの付属ポート３１４の
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長軸に対するミニスコープハンドル本体３４８の長軸の整列状態を指す。
【００２７】
　ミニスコープシャフト３５０ａは、付属チャンネル３１５を通って第１の内視鏡シャフ
トの遠位端から出るように延在するような寸法にされ、および好ましくは、そこを通って
自由に摺動可能であり、使用者による長手方向の操作を所望の方法で可能にする。この実
施形態では、ミニスコープシャフト３５０ａは、他の実施形態において存在し得るよりも
、ハンドル本体と摩擦接触しない。これはまた、使用者が、ミニスコープシャフトを把持
および操作するのに慣れ親しんだ位置／向きから、ミニスコープシャフト３５０ａを簡単
に長手方向に操作できるようにする（例えば、図１Ａ～１Ｂに示す先の装置と比べて）。
【００２８】
　大きな内視鏡の付属ポート３１４は、その下／遠位ハンドル部分の一側面から延在する
。この付属ポートは、環状リップ３１４ｂが突出しているシリンダー状のチューブ状金属
本体３１４ａを含む。ポートのベース３１４ｃは、チューブ状ポート本体３１４ａの中心
長軸に対してほぼ垂直な平面３１４ｄを含む。この実施形態では、ミニスコープハンドル
３４８ａの接続クリップアセンブリ３５９は、環状リップ３１４ｂと平面３１４ｄとの間
でチューブ状ポート本体３１４ａの周りに係合するように構成され、ミニスコープの通路
とポートおよび付属チャンネル３１５との位置合わせを行ってミニスコープシャフト３５
０ａを通過できるようにするように、ミニスコープハンドルを大きなスコープのハンドル
に対して堅く、調整可能に、しっかりと、および取り外し可能に保持する。
【００２９】
　図４～５に、より大きな（「マザー」）内視鏡の実施形態の付属ポート構造の２つの例
を示す。当業者は、異なるタイプの内視鏡（例えば、十二指腸内視鏡、気管支鏡、結腸鏡
など）は、スコープの製造業者および／または使用によって異なり得る、異なる付属チャ
ンネルポート構成を有し得ることを認識する。本開示の異なる実施形態は、それらの付属
ポート設計のいずれかと関連して構成されかつ本開示および特許請求の範囲内で実施され
たミニスコープ、ハンドル、および接続構造を含み得る。
【００３０】
　図４は、十二指腸内視鏡４１０のハンドル４１８の一例を示す。付属ポート４１４は、
下／遠位ハンドル部分の一側面から延在する。この付属ポートは、環状リップ４１４ｂが
突出しているシリンダー状のチューブ状金属本体４１４ａを含む。ポートのベース４１４
ｃは、チューブ状ポート本体４１４ａの中心長軸に対してほぼ垂直な平面４１４ｄを含む
。このタイプのポート構造に関し、本開示のミニスコープの接続部分は、環状リップ４１
４ｂと平面４１４ｄとに係合して、ミニスコープの通路をポートおよび付属チャンネルに
整列させてミニスコープシャフトを通過できるようにするように、ミニスコープハンドル
を堅く、しっかりと、および取り外し可能に大きなスコープハンドル４１８に保持する構
造を含み得る。本明細書で開示する実施形態のそれぞれの一態様では、ミニスコープのハ
ンドル部分は、チューブ状ポート本体４１４ａの内径（および／または外径の周り）に係
合し得る（図６Ｃに示す大きなスコープのワーキングチャンネルの内径へのハンドル本体
延長部６４８ｘの例として示すように、または別の方法で）。
【００３１】
　図５は、結腸鏡５１０のハンドル５１８の例を示す。付属ポート５１４は、下／遠位ハ
ンドル部分の一側面から延在する。それらはそれぞれ、シリンダー状のチューブ状金属本
体５１４ａを含み、環状リップ５１４ｂが突出しており、かつ、チューブ状ポート本体５
１４ａの中心長軸に対してほぼ垂直な平面５１４ｄにおいて、露出したチューブ状金属本
体がポートのベース５１４ｃと交わる個所付近で、環状リング５１４ｅが突出している。
このタイプのポート構造に関し、本開示のミニスコープの接続部分は、平面５１４ｄと環
状リップ５１４ｂおよび環状リング５１４ｅの一方または双方とに係合して、ミニスコー
プの通路をポートおよび付属チャンネルに整列させてミニスコープシャフトを通過できる
ように、ミニスコープハンドルを大きなスコープハンドル５１８に堅く、しっかりと、お
よび取り外し可能に保持する構造を含み得る。いくつかの実施形態では、環状リップは、
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好ましくは、－本明細書で説明する他の接続のように－密封性を維持するように、ポート
にアイテムを固定するためのルアータイプのコネクタ要素またはネジ式コネクタ要素とし
て構成され得る（例えば、患者のガス注入を維持し、患者の体液が逃げない／漏れないよ
うにするなど）。
【００３２】
　図６～９は、ミニスコープシャフト通路を第２の内視鏡の付属チャンネルに軸方向に整
列させて、付属チャンネルを通りミニスコープシャフトに向けた連通路を提供するように
、第２の内視鏡の付属ポートチャンネルにミニスコープハンドルをしっかりと、および取
り外し可能に装着するように構成されたミニスコープの接続構造の実施形態を示す。いく
つかの実施形態は、レバー付きクリップ係合構造を含み、ここでは、クリップまたは他の
要素を大きなスコープの付属チャンネル構造に係合／それから係合解除するミニスコープ
のレバー構造は、回動アーム、ロータリーカラー要素、またはそれらの任意の組み合わせ
とし得る。以下の構造の様々な構造物は、本開示の範囲内において実施形態間で置き換え
可能としてもよいことを認識されたい。
【００３３】
　図６は、大きな内視鏡６１０にしっかりとおよび堅くであるが、取り外し可能および調
整可能に取り付けられる、ミニスコープ６４０の一部としての第１の接続構造の実施形態
６６０を示す。図６Ａ～６Ｃは、第１の接続構造６６０の構造および機能を示し、これは
、ミニスコープハンドル本体６４８に対して接続構造６６０の内寸法を調整するために回
転して、異なるモデルの大きな内視鏡６１０に対応できる、ロータリーカラー６６２を含
む。ロータリーカラーの傾斜／カム付きの内側に向く面６６４が、図６Ｂの横断面図（図
６Ｃの線６Ｂに沿って取った断面）に示されている。内側に向くカラー面６６４が回転し
て、２つ以上の回動クリップアーム６６６によって調整される内径を変化させる（しっか
りとした堅い接続をもたらすために、本明細書で説明するように、係合するために回動す
るおよび／またはレバー式に動かされる、３つ、４つ、またはそれよりも多いクリップア
ームがあってもよい）。カラー６６２は、クリップアームスリーブ６７０にしっかりと取
り付けられ、および－同時に－２つの要素は、長手方向に摺動可能である（またはそうで
なければ線形式かまたは回転式かに関わらず長手方向に可動である）。装置は、「マザー
スコープ」６１０の特定のモデル／サイズに対応する回転位置を示す、視覚的なまたは他
の印を含み得る。
【００３４】
　次に、クリップアーム６６６は、付属ポート６１４のチューブ状金属本体６１４ａの環
状リップ６１４ｂに係合するために、しっかりと構成される。この実施形態で示すように
（および他の実施形態の変形例に適用可能）、接続手段は、ミニスコープハンドル本体６
４８の延長部６４８ｘを含んでもよく、この延長部は、チューブ状本体６１４ａの内径に
嵌るように係合して、大きなスコープ６１０とのミニスコープ６４０の係合に対してさら
にしっかりとした支持をもたらすように構成され得る。接続構造６６０の一対の固定ロケ
ーション脚部６６８が、付属ポート６１４のベース６１４ｃに揺るぎなく（ｆｉｒｍｌｙ
）かつしっかりと嵌る。クリップアーム６６６は、それぞれ図６Ｃの左側および右側に示
す通り、係合または係合解除され得る。図６Ｃの左側は、クリップアームスリーブ６７０
が下方に摺動された係合構成を示す（この位置は、その係合構成にある単一の実施形態の
他の全てのクリップに対して反映されている）一方、図６Ｃの右側は、クリップアームス
リーブ６７０が上方に摺動された係合解除構成を示す（この位置は、その係合解除構成に
ある単一の実施形態の他の全てのクリップに対して反映されている）ことが認識される。
【００３５】
　上方／引っ込み／係合解除位置では、クリップスリーブ６７０、および特にクリップス
リーブ／カラーアセンブリの内側に向く部分は、クリップアーム６６６を上方へ回動式に
揺動して、その突出する下方リップ６６６ａが、ポート６１４の環状リップ６１４ｂの下
側から係合解除されるようにする。図６Ｂおよび図６Ｃを参照して当業者によって認識さ
れるように、図示および説明した機構はまた、とし得る。
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【００３６】
　図６Ｃに示すように、接続構造６６０がポート６１４に係合されるとき、ミニスコープ
ハンドル通路６４９は大きなスコープ６１０の付属チャンネルに整列されかつ固定される
。これにより、付属チャンネルを通したミニスコープカテーテルシャフト本体６５０の動
作を可能にする。具体的には、図６Ａおよび図６Ｃに示すように、クリップアームロッキ
ングスリーブ６７０は、ミニスコープ通路６４６に対して長手方向に摺動可能であり、お
よび１つまたは複数のカム付き面６７０ａを含み、カム付き面は、クリップアーム６６６
に回動式に係合し、それらを接触させて、それらクリップアームが環状リップ６１４ｂの
下側で係合するようにするか、または環状リップから係合解除されるようにする。図５に
示すような付属ポートに関し、クリップアームは、環状リップ５１４ｂおよび環状リング
５１４ｅの一方または双方に係合するような形状にされ得ることを認識されたい。
【００３７】
　図７は、しっかりとかつ堅くであるが、取り外し可能および調整可能に大きな内視鏡７
１０に取り付けられるミニスコープ７４０の一部としての第２の接続構造の実施形態７６
０を示す。図７Ａ～７Ｃは、ミニスコープハンドル本体７４８から下方に延在する一対の
回動クリップアーム７６６を含む接続構造７６０の第２の実施形態の構造および機能を示
す。クリップアーム７６６は、付属ポート７１４のチューブ状金属本体７１４ａの環状リ
ップ７１４ｂにしっかりと係合するように、ピボット軸すなわち回動軸７６６ｘにわたっ
てその周囲を回動するように付勢されている。そのようなものとして、それらは、支点を
用いて、レバー式に動かされるとみられ得る。クリップアーム７６６は、それぞれ図７Ｂ
および図７Ｃの左側および右側に示す通り、係合または係合解除され得る。これら図は、
－それぞれ－小直径および大直径の付属ポート７１４を示し、ここでは、実施形態が、バ
ネ７６９または他の付勢手段によって付勢されて、それらポートのいずれかに揺るぎなく
結合するようにしている。図７Ｂおよび図７Ｃの左側は、それぞれ、クリップアーム７６
６が下方係合部分によって内側／下方へ回動された係合構成を示す（この位置は、その係
合構成にある他の側面の適合クリップに対して反映されている）一方、それらの図の右側
は、それぞれ、クリップアーム７６６が外側／上方へ回動された係合解除構成を示す（こ
の位置は、その係合解除構成にある他の適合クリップに対して反映されている）ことが認
識される。係合解除位置では、クリップアーム７６６は、外側／上方へ回動式に揺動して
、その突出する下方リップ７６６ａが、ポート７１４の環状リップ７１４ｂの下側から係
合解除される。接続構造７６０の一対の長さ方向に調整可能なクランプ脚部７６８は、付
属ポート７１４のベース７１４ｃの側面に揺るぎなくおよびしっかりと嵌る。これらの脚
部７６８は、図７に伸長させて、および図７Ａに引っ込めて示す。
【００３８】
　図７Ｃに示すように、接続構造７６０がポート７１４に係合されるとき、ミニスコープ
ハンドル通路７４９は、大きなスコープ７１０の付属チャンネルに整列されかつ固定され
る。これにより、付属チャンネルを通したミニスコープカテーテルシャフト本体７５０の
動作を可能にする。図５に示すような付属ポートに関し、回動クリップアーム（例えば、
７６６）は、環状リップ５１４ｂおよび環状リング５１４ｅの一方または双方に係合する
ような形状にされ得ることを認識されたい。ロッキングスリーブまたは延長部（図示せず
）は、回動クリップアーム７６６の下部分の周りに係合するように設けられてもよく、付
勢構造が、それらを閉鎖／係合位置に、さらにより揺るぎなくロックして保持するのを支
援することも認識されたい。また、ミニスコープハンドル通路７４９と大きなスコープの
付属チャンネル７１５との間にガスケット７９９または他の密封性向上構造が設けられ得
る。
【００３９】
　図８は、しっかりとおよび堅くであるが、取り外し可能および調整可能に大きな内視鏡
８１０に取り付けられるミニスコープ８４０の一部としての第３の接続構造の実施形態８
６０を示す。図８Ａ～８Ｄは、ロッキングロータリーカラー８６２を含む接続構造８６０
の第３の実施形態の構造および機能を示す。図８～８Ａに示すように、ロケーション／安
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定化ラップ部８５９が設けられ得る。図８に示すように、ラップ部８５９は、その平面／
ベース面８１４ｄの下側で大きなスコープ８１０の付属ポートベース８１４ｃに一致する
ように形成される（図８Ｄにおいて明白に識別される）。この構造物は、使用者が、２つ
のスコープをより簡単に整列させおよび接続させることを支援し、ならびに、動作中の安
定性をさらにもたらし得る。
【００４０】
　当業者は、図８の平面的な外観図、図８Ａの斜視的な外観図、図８Ｂ～８Ｃの横断面図
（図８Ａの線８Ｂ－８Ｂに沿って取った断面）、および図８Ｄの縦断面図（図８Ａの線８
Ｄ－８Ｄに沿って取った断面）を参照して、接続構造８６０の構造および機能を理解およ
び認識する。ロータリーカラー８６２の内径の周りの円に複数のクリップ８６６が設けら
れる。クリップ８６６のそれぞれは、ロータリーカラー８６２の半径方向の中心の方へ付
勢される。図示の実施形態では、クリップ８６６はそれぞれ、プラスチック本体および脚
部を含み、これらは、それぞれ、係合および付勢構造を提供するが、当業者は、－本開示
の教示によって－本発明の概念の範囲内で他のクリップの実施形態を構成および実施し得
ることを認識する。
【００４１】
　下方に延在する刻み目のある中心環状リング８６２ａが、クリップ８６６の上向き突起
８６６ａに接触する。具体的には、図８Ｂおよび図８Ｃに示すように、クレネル（ｃｒｅ
ｎｎｅｌｓ）８６２ａがクリップ８６６に接触する。図８Ｂに示す図は、図８Ｄに示す係
合構成に対応し、ここでは、クリップ８６６は、大きなスコープの付属ポート８１４のチ
ューブ状本体８１４ａに対して係合するように延在している。図８Ｂおよび図８Ｄに示す
ように、クリップ８６６は、ポートの環状リップ８１４ｂ（図８Ｂおよび図８Ｃにおいて
破線によってその外面形状を示す）の下側で、堅く、しっかりとした係合をもたらす。ガ
スケット８９９または他の密封性向上構造が、ミニスコープハンドル通路壁８４９とミニ
スコープ８４０および／または大きなスコープ８１０の１つ以上の構成要素との間に設け
られ得る。図８Ｃに示す図は、図８Ａのロック解除／係合解除された外観図に対応する。
図８Ｃでは、ロータリーカラー８６２は回転されているため、そのクレネル８６２ａはク
リップ８６６に接触し、それらを押圧し、かつそれらを大きなスコープの付属ポート８１
４の環状リップ８１４ｂの下側から係合解除している。
【００４２】
　図８および図８Ａに示すように、ミニスコープハンドル本体８４８に対するロータリー
カラー８６２のロック／係合されたおよび／またはロック解除／係合解除された位置を示
すために、視覚的なまたは他の印８２３が設けられ得る。触覚および／または聴覚性の印
（例えば、「クリック」音をもたらすおよび／またはしっかりとした係合の完了を示す感
覚をもたらすように構成され、かつ不用意な回転／係合解除を防止するための摩擦ロック
構造物も提供し得る、装置上および／または装置内の１つ以上の戻り止めまたは他の付形
面）も含まれてもよいことを認識されたい。
【００４３】
　図９に示す別の実施形態では、ミニスコープ９４０は、押しネジ９７７を含む接続構造
９６０によって大きなスコープ９１０に固定され得る。押しネジ９７７は、大きなスコー
プ９１０の付属ポート９１４に直接、または付属ポート９１４にネジ式、摩擦式、または
他の方法で取り付けられた介在型コネクタ要素９７５に、固定され得る。押しネジまたは
他の補助固定構造は、本明細書で説明する他の接続構造と共に使用されて、追加的なしっ
かりとした堅い取り付け手段をもたらし、大きなスコープ９１０へのミニスコープシャフ
ト９５０の通過を可能にし得る。介在型および／またはミニスコープ統合型コネクタ要素
は、例えば、ＭｃＧｒａｔｈへの米国特許第８，４６０，１７６号明細書（参照すること
により本願明細書に援用する）に開示されるコネクタ装置のように、供され得る。
【００４４】
　当業者は、本明細書で明白に図示しない実施形態が、特許請求の範囲内に留まりながら
、異なる実施形態に関して本明細書で説明する特徴が互いにおよび／または現在公知のま
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たは将来開発される技術と組み合わせられ得ることを含め、特許請求の範囲で実施されて
もよいことを認識する。前記特許請求の範囲において明白に記載した場合を除いて、ここ
で開示および特許請求した実施形態は、単一の内視鏡およびその接続機構に関する一方、
第２の内視鏡は、接続機構の構造および機能の環境／文脈によって参照される（いくつか
の特許請求項において、具体的にデュアルスコープ構造を引用し、かつ他の特許請求項が
、第１のスコープの接続機構に対する追加物として第２の内視鏡の構造を明白に特許請求
する場合を除いて）。本明細書では特有の用語を用いるが、それら用語は、文脈、使用法
、または他の明示的な指示によって具体的に定義されない限り、一般的および説明的にの
み使用され、および限定を目的とはしていない。それゆえ、上記の詳細な説明は、限定で
はなく、説明であるとみなされるものとする。および、以下の特許請求の範囲は、全ての
等価物を含め、本発明の趣旨および範囲を定義するものであることを理解されたい。さら
に、上述の利点は、必ずしも、本発明の利点のみではなく、および必ずしも、全ての実施
形態によって、説明した利点の全てが達成されることが期待されるわけではない。本出願
からのいずれかの一貫性のない開示または定義が、いずれかの参照により援用した文書と
矛盾する場合には、本明細書の開示または定義が優先するとみなされる。

【図１Ａ】

【図１Ｂ】

【図２Ａ】

【図２Ｂ】
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【図３】 【図３Ａ】

【図４】

【図５】

【図６】
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【図６Ａ】 【図６Ｂ】

【図６Ｃ】

【図７】 【図７Ａ】
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【図７Ｂ】 【図７Ｃ】

【図８】 【図８Ａ】
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【図８Ｂ】 【図８Ｃ】

【図８Ｄ】

【図９】
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【手続補正書】
【提出日】平成28年2月19日(2016.2.19)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遠位端視覚化要素を含む、細長い操作可能なシャフト；および
　前記シャフトの遠位領域を操作するための少なくとも１つの制御面を含む、ハンドル本
体；
を含む医療用内視鏡であって、
　前記ハンドル本体は、前記シャフトの長さ部分が通過できる通路を含み；および
　前記ハンドル本体は、前記ハンドル本体を第２の内視鏡のチャンネルにしっかりと、堅
く、および取り外し可能に装着する接続構造を含み、前記通路を前記チャンネルに軸方向
に整列させて、前記シャフトに連通路をもたらすようにする、医療用内視鏡。
【請求項２】
　さらに第２の内視鏡を含み、それに対して、前記接続構造が、しっかりとした、堅い、
および取り外し可能な装着式接続をもたらす、請求項１に記載の医療用内視鏡。
【請求項３】
　前記通路が、前記ハンドル本体の主要な長さ部分を通って延在する、請求項１に記載の
医療用内視鏡。
【請求項４】
　前記ハンドル本体の一部分が、前記通路および前記接続構造に対して軸方向にオフセッ
トしており、前記通路が、前記ハンドル本体の主要な長さ部分よりも短く延在するように
する、請求項１に記載の医療用内視鏡。
【請求項５】
　前記接続構造が、レバー付きクリップ係合構成を含む、請求項１に記載の医療用内視鏡
。
【請求項６】
　前記接続構造が、第２の内視鏡の別の要素に係合するように構成された第２の接続構造
をさらに含む、請求項５に記載の医療用内視鏡。
【請求項７】
　前記接続構造が、回転係合されたクランプ、レバー係合されたクランプ、ネジ式係合、
押しネジ、バイオネット、ルアーロック、およびこれらの任意の組み合わせから選択され
た接続手段を含む、請求項１に記載の医療用内視鏡。
【請求項８】
　前記接続構造が、第２の内視鏡の本体構造におよび／またはその周りに適合して係合す
るように構成された接続手段をさらに含む、請求項７に記載の医療用内視鏡。
【請求項９】
　前記接続構造が、第２の内視鏡の本体構造に適合して係合するように構成された接続手
段含む、請求項１に記載の医療用内視鏡。
【請求項１０】
　第１の医療用内視鏡および第２の医療用内視鏡
を含むデュアル医療用内視鏡システムであって、
　前記第１の大きな医療用内視鏡は付属チャンネルを含み、近位装着ポートによってそこ
にアクセスでき；
　前記第２の小さな医療用内視鏡は、前記近位装着ポートにしっかりと、堅く、および取
り外し可能に取り付けられるハンドル本体を含む、デュアル医療用内視鏡システム。



(20) JP 2016-532504 A 2016.10.20

【請求項１１】
　前記近位装着ポートが、環状リップを備える拡張チューブ状要素を含み、および前記ハ
ンドル本体が、前記環状リップを受け入れ式に係合する、請求項１０に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記ハンドル本体が、前記環状リップに隣接する前記第１の医療用内視鏡の近位装着ポ
ートに固定されたクランプ構造によって、さらに取り付けられる、請求項１１に記載のシ
ステム。
【請求項１３】
　前記ハンドル本体が、前記付属チャンネルのベース部分に固定された異なるクランプ構
造によって、さらに取り付けられる、請求項１１に記載のシステム。
【請求項１４】
　前記ハンドル本体が、前記第１の医療用内視鏡の近位端部分に固定されたクランプ構造
によって、しっかりと、堅く、および取り外し可能に取り付けられる、請求項１０に記載
のシステム。
【請求項１５】
　遠位端視覚化要素を含む細長い操作可能なシャフト、および前記シャフトの遠位領域を
操作するための少なくとも１つの制御面
をさらに含み；
　前記ハンドル本体は、前記シャフトの長さ部分が通過できる通路を含み；および
　前記第１の内視鏡の前記チャンネルは、前記第２の内視鏡の前記通路と全体的に軸方向
に整列されて、前記チャンネルへのおよびそこを通る連通路を前記シャフトにもたらす、
請求項１０に記載のシステム。
【請求項１６】
　前記シャフトが、前記通路を通って、および前記チャンネルの少なくとも一部分を通っ
て延在する、請求項１５に記載のシステム。
【請求項１７】
　遠位端視覚化要素を含む、細長い操作可能なシャフト；および
　前記シャフトの遠位領域を操作するための少なくとも１つの制御面を含む、ハンドル本
体を含む医療用内視鏡であって；
　前記ハンドル本体は、前記シャフトの長さ部分が通過できる構造を含み；および
　前記ハンドル本体は、前記ハンドルを第２の内視鏡のチャンネルにしっかりと、堅く、
および取り外し可能に装着するように構成された接続構造を含み、前記通路を前記チャン
ネルに軸方向に整列させて、前記シャフトに連通路をもたらすようにする、医療用内視鏡
。
【請求項１８】
　前記シャフトの長さ部分が通過できる前記構造が、前記ハンドルをしっかりと、および
取り外し可能に装着するように構成された前記接続構造と同じであるか、または連続的で
ある、請求項１７に記載の内視鏡。
【請求項１９】
　遠位端視覚化要素を含む、細長い操作可能なシャフト；および
　前記シャフトの遠位領域を操作するための少なくとも１つの制御面を含む、ハンドル本
体を含む医療用内視鏡であって；
　前記ハンドル本体は、前記シャフトの長さ部分が通過できるクリップを含み；および
　前記ハンドル本体は、前記ハンドルを第２の内視鏡のチャンネルにしっかりと、堅く、
および取り外し可能に装着するように構成された接続構造を含み、前記クリップを前記チ
ャンネルに軸方向に整列させて、前記シャフトに連通路をもたらすようにする、医療用内
視鏡。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４１
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【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４１】
　下方に延在する刻み目のある中心環状リング８６２ａが、クリップ８６６の上向き突起
８６６ａに接触する。具体的には、図８Ｂおよび図８Ｃに示すように、クレネル（ｃｒｅ
ｎｎｅｌｓ）８６２ａがクリップ８６６に接触する。図８Ｂに示す図は、図８Ｄに示す係
合構成に対応し、ここでは、クリップ８６６は、大きなスコープの付属ポート８１４のチ
ューブ状本体８１４ａに対して係合するように延在している。図８Ｂおよび図８Ｄに示す
ように、クリップ８６６は、ポートの環状リップ８１４ｂ（図８Ｂにおいて破線によって
その外面形状を示す）の下側で、堅く、しっかりとした係合をもたらす。ガスケット８９
９または他の密封性向上構造が、ミニスコープハンドル通路壁８４９とミニスコープ８４
０および／または大きなスコープ８１０の１つ以上の構成要素との間に設けられ得る。図
８Ｃに示す図は、図８Ａのロック解除／係合解除された外観図に対応する。図８Ｃでは、
ロータリーカラー８６２は回転されているため、そのクレネル８６２ａはクリップ８６６
に接触し、それらを押圧し、かつそれらを大きなスコープの付属ポート８１４の環状リッ
プ８１４ｂの下側から係合解除している。
【手続補正３】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図２Ａ
【補正方法】変更
【補正の内容】

【図２Ａ】



(22) JP 2016-532504 A 2016.10.20

10

20

30

40

【国際調査報告】



(23) JP 2016-532504 A 2016.10.20

10

20

30

40



(24) JP 2016-532504 A 2016.10.20

10

20

30

40



(25) JP 2016-532504 A 2016.10.20

10

フロントページの続き

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LR,LS,MW,MZ,NA,RW,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,RU,TJ,T
M),EP(AL,AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MK,MT,NL,NO,PL,PT,RO,R
S,SE,SI,SK,SM,TR),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,KM,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AO,AT,AU,AZ,BA,
BB,BG,BH,BN,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CL,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,GT,HN,H
R,HU,ID,IL,IN,IR,IS,JP,KE,KG,KN,KP,KR,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LT,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX,MY,MZ,NA,NG
,NI,NO,NZ,OM,PA,PE,PG,PH,PL,PT,QA,RO,RS,RU,RW,SA,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,ST,SV,SY,TH,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,
UA,UG,US

(72)発明者  ケネディー，ケネス・シィ，ザ・セカンド
            アメリカ合衆国、２７０１２　ノース・カロライナ州、クレモンズ、エルクモント・コート、２０
            ２１
Ｆターム(参考) 2H040 DA21  DA56  DA57 
　　　　 　　  4C161 AA06  CC06  DD03  FF11  HH22  JJ06  NN09 



专利名称(译) 能够附接可视化装置和手柄的内窥镜

公开(公告)号 JP2016532504A 公开(公告)日 2016-10-20

申请号 JP2016536297 申请日 2014-08-12

[标]申请(专利权)人(译) 库克医学技术有限责任公司

申请(专利权)人(译) 库克医疗科技有限责任公司

[标]发明人 ディロントラビス
ケネディーケネスシィザセカンド

发明人 ディロン,トラビス
ケネディー,ケネス·シィ,ザ·セカンド

IPC分类号 A61B1/00 G02B23/24

CPC分类号 A61B1/00066 A61B1/00128 A61B1/0125 A61B1/0014 A61B1/0052 A61M5/007

FI分类号 A61B1/00.300.A A61B1/00.334.B G02B23/24.A

F-TERM分类号 2H040/DA21 2H040/DA56 2H040/DA57 4C161/AA06 4C161/CC06 4C161/DD03 4C161/FF11 4C161
/HH22 4C161/JJ06 4C161/NN09

优先权 61/867853 2013-08-20 US

其他公开文献 JP6294966B2

外部链接 Espacenet

摘要(译)

可以配置双重医学内窥镜系统，该系统包括第一医学内窥镜和第二医学
内窥镜，该第一内窥镜包括附件通道，向其提供通路的近端附接端口以
及第二内窥镜。 内窥镜包括牢固地且可移除地附接到近端安装端口的手
柄主体。 内窥镜可以是第二内窥镜，其包括手柄主体，该手柄主体包括
具有远端可视化元件的细长的可转向轴和用于操纵轴的远端区域的至少
一个控制表面。 并且，手柄主体包括通道，轴的长度可以穿过该通道，
并且手柄主体被构造成将手柄牢固且可移除地连接至另一内窥镜的通
道。 并且使通道与通道轴向对准以为轴提供连通通道。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/19cfd30e-ba34-4490-8535-19c95f97e773
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/051392441/publication/JP2016532504A?q=JP2016532504A

